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�愛媛県告示第８７１号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業を廃

止した旨の届出があった。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

町立吉田総合病
院

北宇和郡吉田町大字北
小路甲２１７番地 吉 田 町

平成２０年
４月８日
まで

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００２４１１０ 伊方町 西宇和郡伊方町湊浦
１９９３番地の１ 中 元 清 吉 児童居宅介護 伊方町ホームヘルプ

サービス事業所
西宇和郡伊方町湊浦
１００２番地１１

平成１７年
２月２８日

３８０００３００１１３１１１ 社会福祉法人保内町社会福祉協議会
西宇和郡保内町宮内
１番耕地１２４番地１ 二 宮 俊 明 児童居宅介護 保内町ホームヘルプ

サービス事業所
西宇和郡保内町宮内
１番耕地１２４番地１

平成１７年
３月１４日

３８０００３０００４１１１４ 瀬戸町 西宇和郡瀬戸町三机
乙３００３－６ 井 上 善 一 児童居宅介護 瀬戸町指定訪問介護

事業所
西宇和郡瀬戸町三机
乙１０８７－１

平成１７年
３月２４日

３８０００３００００１１１８ 社会福祉法人伊予市社会福祉協議会
伊予市米湊７２３番地
１ 水 口 敬 児童居宅介護 児童居宅介護事業所

伊予市社協
伊予市米湊７２３番地
１

平成１７年
３月３１日

３８０００３０００８４１１４ 社会福祉法人中山町社会福祉協議会
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

西 岡 芳 教 児童居宅介護
障害児居宅介護事業
所中山町社会福祉協
議会

伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

平成１７年
３月３１日

３８０００３０００８８１１５ 社会福祉法人双海町社会福祉協議会
伊予郡双海町大字上
灘甲５８２１番地６ 徳 野 修 三 児童居宅介護

双海町社会福祉協議
会指定居宅介護事業
所

伊予郡双海町大字上
灘甲５８２１番地６

平成１７年
３月３１日

３８０００３０００８５１１１ 株式会社シルバーケアサービス
今治市八町西四丁目
１番１２号 富 田 美和子 児童居宅介護 ひまわりステーショ

ン
今治市八町西四丁目
１番１２号

平成１７年
４月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１６５０号 平成１７年４月１５日

平成１７年４月１５日金曜日 第１６５０号

愛 媛 県 報

４４７
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�愛媛県告示第８７５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

明屋書店平田店

松山市平田町８１番地１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

業を廃止した旨の届出があった。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８７４号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

を廃止した旨の届出があった

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１０００４３１１２ 社会福祉法人八幡浜市社会福祉協議会
八幡浜市大字松柏１１
０１番地 水 本 源太郎 身体障害者居

宅介護
社会福祉法人八幡浜
市社会福祉協議会

八幡浜市大字松柏１１
０１番地

平成１７年
２月１８日

３８０００１０００２２１１６ 伊方町 西宇和郡伊方町湊浦
１９９３番地の１ 中 元 清 吉 身体障害者居

宅介護
伊方町ホームヘルプ
サービス事業所

西宇和郡伊方町湊浦
１００２番地１１

平成１７年
２月２８日

３８０００１００１２５１１７ 社会福祉法人保内町社会福祉協議会
西宇和郡保内町宮内
１番耕地１２４番地１ 二 宮 俊 明 身体障害者居

宅介護
保内町ホームヘルプ
サービス事業所

西宇和郡保内町宮内
１番耕地１２４番地１

平成１７年
３月１４日

３８０００１０００３９１１０ 瀬戸町 西宇和郡瀬戸町三机
乙３００３－６ 井 上 善 一 身体障害者居

宅介護
瀬戸町指定訪問介護
事業所

西宇和郡瀬戸町三机
乙１０８７－１

平成１７年
３月２４日

３８０００１００００１１１０ 社会福祉法人伊予市社会福祉協議会
伊予市米湊７２３番地
１ 水 口 敬 身体障害者居

宅介護
身体障害者居宅介護
事業所伊予市社協

伊予市米湊７２３番地
１

平成１７年
３月３１日

３８０００１０００９４１１５ 社会福祉法人中山町社会福祉協議会
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

西 岡 芳 教 身体障害者居
宅介護

身体障害者居宅介護
事業所中山町社会福
祉協議会

伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

平成１７年
３月３１日

３８０００１００１０１１１８ 社会福祉法人双海町社会福祉協議会
伊予郡双海町大字上
灘甲５８２１番地６ 徳 野 修 三 身体障害者居

宅介護
双海町社会福祉協議
会指定居宅介護事業
所

伊予郡双海町大字上
灘甲５８２１番地６

平成１７年
３月３１日

３８０００１０００９７１１８ 株式会社シルバーケアサービス
今治市八町西四丁目
１番１２号 富 田 美和子 身体障害者居

宅介護
ひまわりステーショ
ン

今治市八町西四丁目
１番１２号

平成１７年
４月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２０００５５１１５ 社会福祉法人八幡浜市社会福祉協議会
八幡浜市大字松柏１１
０１番地 水 本 源太郎 知的障害者居

宅介護
社会福祉法人八幡浜
市社会福祉協議会

八幡浜市大字松柏１１
０１番地

平成１７年
２月１８日

３８０００２０００３３１１２ 伊方町 西宇和郡伊方町湊浦
１９９３番地の１ 中 元 清 吉 知的障害者居

宅介護
伊方町ホームヘルプ
サービス事業所

西宇和郡伊方町湊浦
１００２番地１１

平成１７年
２月２８日

３８０００２００１４７１１０ 社会福祉法人保内町社会福祉協議会
西宇和郡保内町宮内
１番耕地１２４番地１ 二 宮 俊 明 知的障害者居

宅介護
保内町ホームヘルプ
サービス事業所

西宇和郡保内町宮内
１番耕地１２４番地１

平成１７年
３月１４日

３８０００２０００５０１１６ 瀬戸町 西宇和郡瀬戸町三机
乙３００３－６ 井 上 善 一 知的障害者居

宅介護
瀬戸町指定訪問介護
事業所

西宇和郡瀬戸町三机
乙１０８７－１

平成１７年
３月２４日

３８０００２００００１１１９ 社会福祉法人伊予市社会福祉協議会
伊予市米湊７２３番地
１ 水 口 敬 知的障害者居

宅介護
知的障害者居宅介護
事業所伊予市社協

伊予市米湊７２３番地
１

平成１７年
３月３１日

３８０００２００１０９１１０ 社会福祉法人中山町社会福祉協議会
伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

西 岡 芳 教 知的障害者居
宅介護

知的障害者居宅介護
事業所中山町社会福
祉協議会

伊予郡中山町大字出
渕２番耕地１３８番地
１

平成１７年
３月３１日

３８０００２００１１５１１７ 社会福祉法人双海町社会福祉協議会
伊予郡双海町大字上
灘甲５８２１番地６ 徳 野 修 三 知的障害者居

宅介護
双海町社会福祉協議
会指定居宅介護事業
所

伊予郡双海町大字上
灘甲５８２１番地６

平成１７年
３月３１日

３８０００２００１１２１１４ 株式会社シルバーケアサービス
今治市八町西四丁目
１番１２号 富 田 美和子 知的障害者居

宅介護
ひまわりステーショ
ン

今治市八町西四丁目
１番１２号

平成１７年
４月１日

愛 媛 県 報平成１７年４月１５日 第１６５０号

４４８



並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社明屋書店

松山市湊町四丁目１番地１９

代表取締役 安藤大三

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

・株式会社明屋書店

松山市湊町四丁目１番地１９

代表取締役 安藤大三

・株式会社四国イエローハット

松山市平田町８１番地１

代表取締役 川野幹雄

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１７年１２月１日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，１２０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１２６台

イ 駐輪場の収容台数

５６台

ウ 荷さばき施設の面積

１０４平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

２６立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前９時

閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時１５分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成１７年３月３１日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第８７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第２項におい

て準用する同法第１８条第１６項の規定により、清算法人波方町

土地改良区から次のとおり清算人が就職した旨の届出があっ

た。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第２項におい

て準用する同法第１８条第１６項の規定により、清算法人上浦町

土地改良区から次のとおり清算人が就職した旨の届出があっ

た。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８７８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第２項におい

て準用する同法第１８条第１６項の規定により、清算法人越智郡

関前村土地改良区から次のとおり清算人が就職した旨の届出

があった。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８７９号
大洲市土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（農

業用用排水施設整備事業・東大洲地区）の計画の変更は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・東大洲地

氏 名 住 所

森 茂 博 今治市波方町樋口甲９６９番地２

氏 名 住 所

吉 田 美 � 今治市上浦町井口４１９８番地

氏 名 住 所

宮 脇 和 司 今治市関前大下甲１８６２番地

愛 媛 県 報平成１７年４月１５日 第１６５０号
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区）変更計画書の写し

� 大洲市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月１８日から５月１９日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所

�������
�愛媛県告示第８８０号
大洲市土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（団

体営農道整備事業・成畑地区）の計画の変更は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第

９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次の

とおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 土地改良事業（団体営農道整備事業・成畑地区）変更

計画書の写し

� 大洲市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月１８日から５月１９日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所

�������
�愛媛県告示第８８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、伊方町から協議のあった町営土地改良事業（農

業用道路整備事業・小島東地区）の施行に平成１７年４月５日

同意した。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・永野市地区）の施行に平成

１７年４月５日同意した。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、鬼北町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・広見中組地区）の

施行に平成１７年４月５日同意した。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８８４号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整

備事業・野村東地区）の計画の変更は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項

及び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用道路整備事業・野村東地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月１８日から５月１９日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第８８５号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水

施設整備事業・野村東地区）の計画の変更は、適当と認めら

れるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３

第５項及び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・野村東

地区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１７年４月１８日から５月１９日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第８８６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、丹原町土地改良区から次のとおり土地改良事

業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８８７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、八幡浜市土地改良区から次のとおり土地改良

事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備事業 来見地区 平成１７年３月２２日

農業用用排水施設整備事業 来見地区 平成１７年３月２２日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業
（農道） 向灘地区 平成１７年３月２３日

愛 媛 県 報平成１７年４月１５日 第１６５０号
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�愛媛県告示第８８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項

の規定により、西予市三瓶町土地改良区から次のとおり土地

改良事業の工事が完了した旨の届出があった。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８８９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定

により、次のように保安林の指定を解除する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除に係る保安林の所在場所

新居浜市郷字下郷乙７２の１、乙７２の３、乙７３の２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

水道事業用地とするため

�������
�愛媛県告示第８９１号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第８９２号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９０号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第３条第１項の規定に基づき、普通母樹を次のように指定する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業
（かんがい排水） 有太刀地区 平成１６年１２月１０日

指定
番号

指 定
年月日

指定採取源
の 種 別 樹種 所 在 場 所 本数

所 有 者 等

氏名又は
名 称 住 所

３６３ 平成１７年
４月１５日 普通母樹 ひのき 上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地５０４－

１００ １ 愛媛県 松山市一番町四丁目４－２

３６４ 平成１７年
４月１５日 普通母樹 ひのき 上浮穴郡久万高原町久万１６０６ １ 久万高原町 上浮穴郡久万高原町久万２１２

河 川 名 区 域

幹流
東川

右岸 西予市明浜町田之浜甲１０７５番地先から同市
明浜町田之浜甲７７４番１地先まで

左岸 西予市明浜町田之浜乙２４４番地先から同市
明浜町田之浜甲４６６番２地先まで

幹流
宮谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦２３７番１地先から
同町大字伊方越５２番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦２３９番１地先から
同町大字伊方越５０番地先まで

支流
宮谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１２１５番地先から同
町大字亀浦１２６８番４地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１２１５番地先から同
町大字亀浦１２７０番１地先まで

幹流
大宮川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１９４番１地先から
同町大字亀浦１２０番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１９５番地先から同
町大字亀浦１５２番１地先まで

支流
中之川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦７０９番地先から同
町大字亀浦６９３番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦７３８番１地先から
同町大字亀浦６８８番２地先まで

幹流
新川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田乙１９７番１地先
から同町大字川永田乙４９１番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲１１１０番２地先
から同町大字川永田甲９４６番２地先まで

支流
新川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲１２５２番５地先
から同町大字川永田甲１２２１番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲１２５３番３地先
から同町大字川永田甲１２２１番２地先まで

支流
新川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲１４９３番１地先
から同町大字川永田甲１４８０番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲１４７１番３地先
から同町大字川永田甲１４７１番１８地先まで

支流
ハラキリ川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲１３９７番地先か
ら同町大字川永田甲１３８４番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲１３８９番地先か
ら同町大字川永田甲１３７３番１地先まで

支流
大谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲６０９番地先か
ら同町大字川永田甲１０９２番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲６１０番地先か
ら同町大字川永田甲１０２１番地先まで

河 川 名 区 域

幹流
西谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１１４５番１地先から
同町大字亀浦９６７番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１１４７番地先から同
町大字亀浦９９６番地先まで

幹流
フタマタ川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１２９６番１地先から
同町大字亀浦１２９３番３地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１２９５番１地先から
同町大字亀浦１２６９番地先まで

愛 媛 県 報平成１７年４月１５日 第１６５０号
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�������
�愛媛県告示第８９３号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８９５号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

支流
西ヶ谷川

右岸 北宇和郡吉田町大字白浦字西ヶ谷１１１番１
地先から同町大字白浦字川久保２３０番地先
まで

左岸 北宇和郡吉田町大字白浦字西ヶ谷１１１番１
地先から同町大字白浦字池尻６７８番地先ま
で

幹流
沖村川

右岸 北宇和郡吉田町大字沖村字大木の谷甲１６４４
番４地先から同町大字沖村字本縄甲１６８番
地先まで

左岸 北宇和郡吉田町大字沖村字大木谷甲１６４２番
地先から同町大字沖村字本縄甲２０４番地先
まで

幹流
中田川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１３９４番地先から
同町大字伊方越１３４５番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１２１４番地先から
同町大字伊方越１３４３番地先まで

支流
中田川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１２０１番地先から
同町大字伊方越１３００番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越１１４４番２地先か
ら同町大字伊方越１３０１番地先まで

幹流
西川

右岸 西宇和郡伊方町大字中浦丙１８６番１地先か
ら同町大字中浦甲２０番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中浦丙１８６番１地先か
ら同町大字中浦甲１４４番１地先まで

支流
西川

右岸 西宇和郡伊方町大字中浦甲９０９番地先から
同町大字中浦丙１５１番４地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字中浦甲９１０番地先から
同町大字中浦丙１５１番３地先まで

幹流
中之川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦６６０番地先から同
町大字亀浦７５７番２地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦７０４番地先から同
町大字亀浦７５８番地先まで

幹流
形ノ川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲４５５番１地先
から同町大字川永田甲９３３番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲４５５番１地先
から同町大字川永田甲１６５番３地先まで

支流
形ノ川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲５１３番２地先
から同町大字川永田甲４６９番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲５１３番１地先
から同町大字川永田甲５０１番１地先まで

支流
形ノ川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲４０２番地先か
ら同町大字川永田甲２５６番３地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲３９８番地先か
ら同町大字川永田甲２５５番２地先まで

支流
形ノ川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲５２０番１地先
から同町大字川永田甲４９６番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲５２１番地先か
ら同町大字川永田甲５００番地先まで

幹流
大星川

右岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲６９番地先から
同町大字川永田甲１３８番１４地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字川永田甲６８番地先から
同町大字川永田甲２０番４地先まで

幹流
舟着川

右岸 西宇和郡伊方町大字小中浦乙２９９番４地先
から同町大字小中浦乙２７８番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字小中浦乙２８９番１地先
から同町大字小中浦乙２７７番地先まで

幹流
中久保川

右岸 西宇和郡伊方町大字豊之浦８１９番２地先か
ら同町大字豊之浦６２７番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字豊之浦７７４番１地先か
ら同町大字豊之浦６２６番２地先まで

幹流
釜谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字豊之浦１４６番３地先か
ら同町大字豊之浦１９３番１地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字豊之浦１４８番５地先か
ら同町大字豊之浦１７０番１地先まで

支流
釜谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字豊之浦１２２番地先から
同町大字豊之浦１６７番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字豊之浦１１９番１地先か
ら同町大字豊之浦２７番地先まで

幹流
西ノ川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１３０９番地先から同
町大字亀浦１２５７番３地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦１３０６番１地先から
同町大字亀浦１２６３番１地先まで

派流
柿ヶ谷川

右岸 西宇和郡伊方町大字亀浦６４４番３地先から
同町大字亀浦５２１番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字亀浦６４５番地先から同
町大字亀浦５２２番地先まで

幹流
大宮川

右岸 西宇和郡伊方町大字伊方越６４５番３地先か
ら同町大字伊方越５０３番地先まで

左岸 西宇和郡伊方町大字伊方越３７８番２地先か
ら同町大字伊方越５０番地先まで

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第１号

平成１７年４月５日
伊予郡砥部町重光２１３番１及び２１４番２

伊予郡砥部町重光２１３番地１
友 近 茂 子
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公 告

教育委員会規則

人事委員会規則�愛媛県教育委員会規則第９号
技能労務職員の退職手当に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成１７年４月１５日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

技能労務職員の退職手当に関する規則の一部を改正す

る規則

技能労務職員の退職手当に関する規則（昭和３２年愛媛県教

育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

「及び愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７－３１）を準用する」を「を準用するほか

、同条例の適用を受ける職員の例による」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０１０
特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１７年４月１５日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則

特地勤務手当等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－

３６８）の一部を次のように改正する。

別表第１西予市の項中「│明浜町高山甲３６７８番地│西予市

教育委員会事務局明浜教育課│」を削る。

附 則

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１７年４月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

教育情報通信ネットワ
ークシステム運用管理
・保守業務 一式

愛媛県教育委員会事
務局教育総務課
愛媛県松山市一番町
四丁目４番地２

平成１７年３月２８日
西日本電信電話株式会
社愛媛支店
松山市一番町四丁目３
番地

３７，８００，０００円 一般競争入札 平成１７年２月１５日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年３月３１日 特定非営利活動法人
ライフサポート友伍 鴨 崎 恭 夫 愛媛県松山市朝生田町六丁目５４

２番３号
この法人は、高齢者支援施設を拠点とし、
少子高齢化社会及び核家族化社会における
様々な課題の解決に向けて現状の調査研究
を行うとともに、各種ボランティア組織と
の交流ネットワーク拡充、地域通貨の活用
による、女性の子育て支援等互助の精神に
基づく活力あふれる地域づくりの推進、地
域の文化活動等を通した高齢者の介護予防
と自立そして多様な生きがいづくりの支援
、さらに各種介護保険事業を行うことによ
り、多様で活発な地域交流形態を創造し、
地域の高齢者と市民が安心で充実した生活
を営むことが可能な地域社会の発展に寄与
することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１７年４月５日 特定非営利活動法人
ほたるの里 � 田 京 子 愛媛県松山市食場町乙１０２番地

１３３
この法人は、不特定多数の高齢者や障害者
、子どもを対象として、介護サービス事業
や地域住民が交流できる場の提供などを行
いながら、地域における多様な支援活動を
展開し、地域の活性化につなげ、住民が安
心して暮らせる環境及び地域社会の実現に
寄与することを目的とする。

��������������
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任 免 辞 令

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県人事委員会規則７－１０１１
愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正

する規則を次のように定める。

平成１７年４月１５日

愛媛県人事委員会

委員長 稲 瀬 道 和

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を

改正する規則

愛媛県職員の退職手当の支給等に関する規則（愛媛県人事

委員会規則７－４７９）の一部を次のように改正する。

様式第２０号の２中

「 なお、この処分について不服があるときは、この処

分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日以

内に知事に対し
�
��
��

異議申立て
�
��
��
をすることができる。

審査請求
を

また、この処分があつたことを知つた日の翌日から起

算して６０日が経過した後においては、この処分の後の

事情の変化を理由に（一時差止処分者の職名）に対し

、この処分の取消しを申し立てることができる。 」

「 なお、この処分について不服があるときは、この処

分があつたことを知つた日の翌日から起算して６０日以

内に愛媛県知事に対し
�
��
��

異議申立て
�
��
��
をすることがで

審査請求

きる。また、この処分があつたことを知つた日の翌日

から起算して６０日が経過した後においては、この処分

の後の事情の変化を理由に（一時差止処分者）に対し

、この処分の取消しを申し立てることができる。

また、この処分の取消しの訴えは、この処分があつ

たことを知つた日の翌日から起算して６箇月以内に愛

媛県を被告として（（当該処分の取消しの訴えにおい

て被告となる愛媛県を代表すべき者）が被告の代表者

となる。）提起することができる（なお、処分があつ

たことを知つた日から６箇月以内であつても、処分の
に

日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起す

ることはできない。）。ただし、処分があつたことを

知つた日の翌日から起算して６０日以内に
�
��
��

異議申立て

審査請求
�
��
��
をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その

�
��
��

異議申立て
�
��
��
に対する

�
��
��

決定
�
��
��
の送達を受けた日の

審査請求 裁決

翌日から起算して６箇月以内に提起することができる

（なお、その
�
��
��

決定
�
��
��
の送達を受けた日から６箇月以

裁決

内であつても、
�
��
��

決定
�
��
��
の日から１年を経過すると処

裁決

分の取消しの訴えを提起することはできない。）。 」

改める。

様式第２１号中

「 なお、この処分に不服があるときは、この処分があ

つたことを知つた日の翌日から起算して６０日以内に知 を

事に対して異議申立てをすることができる。 」

「 なお、この処分に不服があるときは、この処分があ

つたことを知つた日の翌日から起算して６０日以内に愛

媛県知事に対して異議申立てをすることができる。

また、この処分の取消しの訴えは、この処分があつ

たことを知つた日の翌日から起算して６箇月以内に愛

媛県を被告として（愛媛県知事が被告の代表者となる

。）提起することができる（なお、処分があつたこと

を知つた日から６箇月以内であつても、処分の日から

１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること に

はできない。）。ただし、処分があつたことを知つた

日の翌日から起算して６０日以内に異議申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立て

に対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６

箇月以内に提起することができる（なお、その決定の

送達を受けた日から６箇月以内であつても、決定の日

から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する

ことはできない。）。 」

改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�任免辞令
３月４日

愛媛県技術吏員 菊 澤 修 二

死亡

�������
�公営企業任免辞令
平成１７年３月３１日定年退職

愛媛県技術吏員 曽我部 義 雄

同 宮 城 幸 雄

同 長 井 修

同 宇 野 英 一

同 布 嘉 之

同 渡 辺 一 美

同 西 山 健 一

同 三 島 誠 一

同 松 谷 秀 夫

同 和 気 光 男

同 三 木 豊 子

同 菅 瑞 江

主任業務員 近 藤 義 弘

同 鴨 頭 満美子

�������
�公営企業任免辞令

３月３１日

愛媛県技術吏員 田 中 美 和

同 藤 岡 徹

同 � 田 裕 一

同 本 多 亮 子
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同 篠 崎 紀 子

同 越 智 美 智

同 森 本 百合子

同 宮 川 洋 子

同 眞 鍋 瑞 穂

同 宮 部 幸

同 一 柳 陽 子

同 近 藤 友 恵

同 菅 一 世

同 田 村 真 幸

同 松 本 かおり

同 児 玉 陽 子

同 小 西 美也子

同 宮 西 真由子

同 田 中 道 子

同 高 石 愛

同 森 本 美 記

同 手 塚 優 子

同 濱 田 麻紀子

同 古 田 栄 子

同 星 加 日出子

同 筒 井 和 枝

同 鬼 嶋 真由美

同 成 松 佐智子

同 峰 尾 雅 子

同 平 間 直 美

同 高 橋 香恵子

同 齋 藤 千枝子

同 深 川 雅 美

同 土 井 和 美

同 續 木 晶 子

同 中 佐貴恵

同 大 塚 廣 海

同 山 本 祐 司

同 木 阪 吉 保

同 多 田 蔦 嘉

同 山 森 文 雄

同 山 下 タマミ

同 二 宮 佐 枝

同 森 口 利代子

同 中 川 京 子

同 徳 岡 恵

同 家 藤 円

同 佐 藤 裕 子

同 角 田 匠 房

同 武 田 多賀子

同 三 谷 晃 良

同 山 田 卓 司

同 佐 藤 澄 子

同 中 逵 弘 能

同 瀬 野 利 太

同 加 地 みゆき

同 森 實 末 乃

同 阿 部 瑞 代

同 佐々木 真 理

同 鈴 木 和 代

同 宮 崎 弘 子

同 合 田 知 子

同 千 羽 妙 華

同 高 橋 久 美

同 越 智 美 穂

同 池 内 千 春

同 幸 口 浩 子

同 横 山 浩 美

同 矢 原 あすか

同 阿 部 亜 紀

願により本職を免ずる（各通）

愛媛県技術吏員 清 家 裕 貴

同 山 口 邦 久

同 久 岡 園 花

同 曽我部 一 郎

同 江野村 勝 弘

同 越 智 元 郎

同 矢 野 真奈美

同 國 元 望

同 田野内 ゆかり

同 寺 田 恵 子

同 中 野 久 美

同 糸田川 恵 里

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

（各通）

愛媛県技術吏員 津 田 孝 治

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例附則第３６

項）

�������
�公営企業任免辞令

４月１日

首 藤 貴

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）５級を命ずる

医監を命ずる

県立中央病院リハビリテーション部長を命ずる

越 智 博

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）４級を命ずる

医監を命ずる

県立中央病院産婦人科部長を命ずる

宮 川 正 男

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）４級を命ずる

医監を命ずる

県立中央病院放射線科部長を命ずる

首 藤 誠
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愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）４級を命ずる

医監を命ずる

県立中央病院麻酔科部長を命ずる

中 村 泰 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）３級を命ずる

県立中央病院小児科部長を命ずる

山 本 浩 司

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）３級を命ずる

県立新居浜病院放射線科部長を命ずる

矢 野 聡

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院内科医長を命ずる

椿 崇 仁

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院整形外科医長を命ずる

立 松 良 之

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院眼科医長を命ずる

平 田 礼二郎

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院形成外科医長を命ずる

池 田 理 絵

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立今治病院内科医長を命ずる

上 村 雅 彦

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立今治病院放射線科医長を命ずる

中 井 康 成

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立今治病院心臓血管外科医長を命ずる

田 村 達司郎

森 岡 紀 勝

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立新居浜病院内科医長を命ずる（各通）

齋 藤 正 裕

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立新居浜病院脳神経外科医長を命ずる

平 岡 淳

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院内科副医長を命ずる

藤 井 園 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院麻酔科副医長を命ずる

（県立中央病院） 二 宮 郁

（県立今治病院） 森 谷 友 造

（県立南宇和病院） 秋 田 聡

（県立新居浜病院） 布 川 朋 也

（同 ） 鶴 谷 愛

（同 ） 山 本 洋 太

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

� 川 裕 美

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

県立新居浜病院勤務を命ずる

松 岡 倫 代

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）１級を命ずる

技師を命ずる

県立中央病院勤務を命ずる

（県立中央病院） 竹 内 志保子

（同 ） 魚 尾 淳 子

（同 ） 篠 原 藍

（同 ） 本 田 祐 子

（同 ） 青 野 徳 美

（同 ） 有 光 理 恵

（同 ） 福 本 美 鈴

（同 ） 藤 田 敬 子

（同 ） 村 藤 慶 枝

（同 ） 加 地 嘉 恵

（同 ） 山 口 今日子

（同 ） � � 恵里佳

（県立今治病院） 近 藤 美智子

（同 ） 高 岡 真由美

（同 ） 西 岡 藍

（県立南宇和病院） 川 野 剛 士

（同 ） 山 下 沙 紀

（県立新居浜病院） 吉 田 奈 美

（同 ） 近 藤 恵 子

（同 ） � 田 沙 里

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

松 谷 秀 夫

愛媛県技術吏員に再任用する

医療職（二）２級（週２０時間勤務）を命ずる

任期は平成１８年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

愛 媛 県 報平成１７年４月１５日 第１６５０号

４５６



県立三島病院勤務を命ずる

愛 媛 県 報平成１７年４月１５日 第１６５０号

４５７



平成１７年４月１５日 印刷
平成１７年４月１５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円４５８

愛 媛 県 報平成１７年４月１５日 第１６５０号


